
生活習慣病予防健診にともなう
オプション検査補助のお知らせ

対象者

補助額

利用方法

申込様式

社会保険協会会員事業所の事業主及び被保険者 

•生活習慣病予防健診及びオプション検査を健診施設へご予約後に、お申込みください。 
•健診施設の窓口で、当日お支払いの方のみ利用することができます。 
•受付の際、補助券を窓口へ提出してください。補助券を忘れた場合は適用されませんので、予めご了承く
ださい。 
•補助券の枚数に限りがありますので、定員に達した場合は配布を終了させていただきます。 

オプション検査の例 ピロリ菌検査、ペプシノゲン検査、腹部超音波検査、アレルギー検査、抗体価検査 他
※健診施設により実施しているオプション検査が異なります。
※健診施設にオプション検査をご予約の際、補助に該当するかご確認ください。

対象施設 •公益財団法人 富山県健康増進センター •独立行政法人 高岡ふしき病院
•一般財団法人 北陸予防医学協会 •公益財団法人 友愛健康医学センター 

利用期間 令和8年5月1日～令和9年3月31日 

オプション検査を500円以上ご利用の方に、1人1回に限り500円補助いたします。 

おひとり１枚
500円補助

からだがSOSを出す前に、健康診断を欠かさず受けましょう。
富山県社会保険協会は、健診の際に同時に受診できるオプション検査をおすすめします。
オプション検査をご予約の方に、500円の補助をいたします。

◎なお、「協会けんぽ」での補助券のお取り扱いはしていませんので、ご注意ください。

FAX番号

協会番号

受診予定施設名

保険証番号（記号・番号）

事業所名

事業所所在地

電話番号

担当者名

利用年月日

利用者名

1～29人
30～99人
100～299人
300～499人
500～699人
700～829人
830～1,499人
1,500～3,499人
3,500人以上

〒

（例1-3373）

3枚
8枚
16枚
24枚
30枚
36枚
44枚
52枚
60枚

上限枚数事業所規模

NEW


